
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№４】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№40】７欄は、当事業年度中の日付となっていますか。 

【№41】９欄は、租税条約及び日台民間租税

取決めの限度税率を超えていませんか。 

【№42】11欄に、租税条約及び相手国法令の根

拠規定を記載していますか。 

 また、みなし外国税額を証する書類を添付し

ていますか。 


